
違憲・戦争はイケン！ 

 

 19 日未明、安保関連法が成立した。いろいろ書きたいこと、書かねばならないこと

が多い。写真は朝日新聞 18 日・19 日朝刊掲載、やくみつるさんの「風刺漫画」である。 

「憲政史上 最怪力首相」「２０ＸＸ年 世界のどこかの戦場で」と書かれている。 

 とりあえず、朝日新聞 17 日の社説

から、今回の「事態」なるものを考

えていきたい。 

 

歴代内閣が「憲法を改正しなけれ

ばできない」と明言してきた憲法解

釈を覆し、安倍内閣が集団的自衛権の行使を認める閣議決定

をしたのは昨年 7 月。以来、憲法学者や元内閣法制局長官らの専門家が、そのおかしさ

を繰り返し指摘してきた。その決定打が、違憲立法審査権を持つ最高裁の長官を務めた

山口繁氏の次の言葉だ。 

「従来の憲法解釈が、9 条の規範として骨肉と化している。集団的自衛権を行使した

いのなら、9 条を改正するのが筋であり、正攻法だ」 

もはや最高裁の判断を待つまでもない。集団的自衛権にかかわる立法は違憲だと考え

ざるを得ない。なぜ、集団的自衛権を行使できるようにしなければ、国民の生命や財産

を守ることができないのか。この根本的な問いに、安倍首相は日本人が乗った米艦の防

護や中東ホルムズ海峡の機雷掃海を持ち出したが、その説明は審議の過程で破綻した。 

それでも政権は法成立へとひた走った。これは、安倍内閣が憲法を尊重し擁護する義

務を守らず、自民党や公明党などがそれを追認することを意味する。法治国家の土台を

揺るがす行為だと言わざるを得ない。 

どんなに安全保障環境が変わったとしても、憲法と一体となって長年定着してきた解

釈を、一内閣が勝手に正反対の結論に変えていい理由には決してならない。そんなこと

が許されるなら、社会的、経済的な環境の変化を理由に、表現の自由や法の下の平等を

政府が制限していいとなってもおかしくない。軍事的な要請が憲法より優先されること

になれば、憲法の規範性はなくなる。つまり、憲法が憲法でなくなってしまう。 

憲法をないがしろにする安倍政権の姿勢によって、権力を憲法で縛る立憲主義の意義

が国民に広まったのは、首相にとっては皮肉なことではないか。改めて問い直したい。

憲法とは何か、憲法と権力との関係はどうあるべきなのか。法が成立しても、議論を終

わりにすることはできない。                 (2015 年 9 月 19 日) 


